
 

 ○ 意見募集について 

ご意見は、①郵送、②ファックス、③メール送信フォームのいずれかでご提出ください。 

「基本計画改定（案）」の本編および関連計画は、ホームページ（QRコード参照）でご覧いただけるほか、県政情報センター、

県民お役立ち情報コーナー（県内４カ所）などで閲覧いただけます。 

令和７年７月１日 

奈良県 県土マネジメント部 まちづくり推進局 公園企画課 

① 【郵送の場合】 

こちらの部分を切り取って、投函してください。

切手は不要です。裏面も記入してください。 

○ 提出期間 

令和7年7月1日（火） から 

令和7年7月31日（木） まで 必着 （郵送は当日消印有効） 

③ 【メール送信フォームの場合】 

奈良県ホームページ内の意見募集専用バナー

より送信できます。また、右側QRコードからも 

フォームにアクセスできます。 

 

② 【ＦＡＸの場合】 

本ページをそのまま送信してください。 

⇒ ０７４２－２７－７４８８ 

※ お掛け間違いのないよう、ご注意ください。

なお、下記の項目を一緒にご記入ください。 

 

◆ 頂いたご意見は、「平城宮跡歴史公園 県営公園区域 基本計画の改定（案）」の検討目的以外の用途には利用し

ません。 
◆ 意見を取りまとめた上、ご意見の概要と考え方、本改訂案を修正した場合はその内容について、奈良県ホームペ

ージ等において、一定期間公表します。 
◆ 記載項目のうち、個人情報は、必要に応じてご意見の具体的な内容について確認させていただくためにご記入い

ただくものであり、公表いたしません。 
◆ また、個人情報は、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」、「奈良県個人情報保護条例」に基づ

き、適切に取り扱うとともに、上記目的以外では使用しません。 

*県民お役立ち情報コーナー 

県立図書情報館（奈良市）・奈良県産業会館（大和高田市）・橿原総合庁舎（橿原市）・吉野町中央公民館（吉野町） 

 

○ お問合せ先 

（受付：午前8時30分～午後5時15分(平日)） 

奈良県 県土マネジメント部 

まちづくり推進局 公園企画課 歴史公園係 

電 話 ０７４２－２７－８９４５ 

 

 

https://www.secure.pref.nara.jp/3338.html 

 平城京は日本の食文化のルーツが築かれた場所 

平城京にはシルクロードから世界のさまざまな文化が伝えられるとともに、国内からは租庸調の制度に基づき、さ

まざまな特産物が集まりました。よりおいしく、長期間保存できる食品加工技術が開発され、みそなどの発酵食品

が生まれ、その技術が国内各地に伝播していきました。奈良がはじまりとされる「食」は、食品加工技術をはじめ、

お茶、まんじゅう、清酒などがあります。 

 海外においても日本食レストランが増加 

「日本人の伝統的な食文化」、「伝統的酒造り」がユネスコ無形文化遺産に登録されたことを受け、海外での

日本食に対する関心が高まり、日本食レストランの人気も高まっています。 

 「食のハブ拠点」を目指します！ 

遣唐使や渡来人により多くの文化や技術が持ち込まれ、日本の食文化のルーツが築かれた奈良時代のストーリ

ー、そして海外での日本食への関心の高まりを踏まえ、平城宮跡を県内外、世界へのつながりを演出する「食のハ

ブ拠点」へ。最先端の国際都市であり、美食の都でもあった平城京の現代版ともいえる空間づくりを目指します。 

平城宮跡歴史公園（県営公園区域）では、新しい整備を進めています。 

奈良の観光拠点の一つである平城宮跡をより魅力的な場所にするため、令和６

年度より奈良県観光戦略本部内に「平城宮跡周辺エリア部会」を設置しました。 

この部会では、さまざまな分野の専門家が、既存施設の活用やレストラン・宿泊

施設の誘致など、平城宮跡の今後の方向性について検討を重ね「構想・コンセプ

ト」や「導入機能」をとりまとめました。 

 

 世界と交わり、地域とつながる空間づくり 

日本の食文化のルーツをはじめ、世界の文化を取り入れながら新

たな文化を築き上げた平城京のストーリーを活かし、県営公園区域

に訪れる人が、チャレンジ・クリエイティブな活動ができる空間をつくりま

す。 

 「食のハブ拠点」の創出を軸とした導入機能 

奈良ならではの食を堪能できるレストランやカフェ、宿泊機能付きレ

ストラン「オーベルジュ」を誘致するなど、地域の伝統や歴史に触れな

がら食文化を楽しめる「ガストロノミーツーリズム」を展開します。 

また、平城京を感じられる空間を整備するとともに、公園内外の交

通環境を改善し、奈良公園や西ノ京などの周辺の観光地との繋がり

を強化します。地域の魅力を引き出すイベントも開催する予定です。 

今後は、平城宮跡ならではの魅力を活かしつつ、人々が

集い、楽しめるストーリー性があるにぎわいの場を目指します。 

 

 

 

FAX：０７４２－２７－７４８８ 

平城宮跡歴史公園 県営公園区域 基本計画の改定（案）に対する意見記入

 

平城宮跡歴史公園 県営公園区域 基本計画の改定（案）について 

意 見 を 募 集 し ま す 

平城宮跡歴史公園 県営公園区域 
基本計画の改定（案） 

 
基本計画の改定を検討している「大宮通りより南側の

区域」の内容について意見を記入してください。 

ご意見 

平 城 宮 跡 日本の食のはじまりは奈良 ～ 世界と交わり・地域とつながる空間づくり ～ 

奈良時代は新しいことにチャレンジ・クリエイトし、後世に受け継がれている文化や技術を生み出した時代。 古代から 
これまで 

奈良時代の精神を受け継ぎ、 
「日本の食」と「チャレンジ・クリエイティブな活動」をキーワードに空間づくりを進めます。 

これからの 
取り組み 

令和７年度 

事業内容 

さらなるにぎわいや魅力向上に向けて取り組みます 
令和７年度は民間のノウハウなどの活用に向け、導入機能や事業の進め方などについて、平城宮跡周辺エリア部会にワーキングを設けて、具体化していきます。 

平城宮跡エリア部会 

の結果はこちら 

平城京朱雀大路・平城宮へ続く道 

CG制作：凸版印刷 
＜切り取り＞ 



郵便はがき 

料金受取人払郵便 

（受取人） 

奈良県奈良市登大路町３０番地 

奈良県 県土マネジメント部 まちづくり推進局 公園企画課 

「平城宮跡歴史公園 県営公園区域 基本計画改定（案）」 

意見募集（パブリックコメント）担当 行 

奈良中央局 

承  認 

１１１ 

 
 

 

 

  平城宮跡歴史公園 県営公園区域 基本計画の改定（案）について 

 皆さんにご意見を頂きたい箇所は、県営公園区域のうち、今回、基本計画の改定を予定している「大宮通りより南側の区域」についてです。 
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０ ０ 

差出有効期間 
令和7年 

7月31日まで 

（切手不要） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平城宮跡歴史公園 県営公園区域については、大宮通りより南側の区域が追加されたことを踏まえ、令和２年12月に「奈良県を中心とした地元が整備する区域」（県営公園区

域）の基本計画を定めています。 

今回の改定（案）の内容は、前述の奈良県観光戦略本部 平城宮跡周辺エリア部会でのとりまとめ結果を踏まえ、令和２年12月時点の基本計画に記載されている内容のうち、

大宮通りより南側の区域（エリア）における「利用・整備方針」と「主要施設」などについて以下のとおり改定するものです。 

● 朱雀大路保全エリア 

【利用・整備方針】 

朱雀大路の遺構部分を将来世代に引き継ぐよう保全し、往時の平城

京の広がりを体感できるエリアとする。 

 

● 多目的エリア 

【利用・整備方針】 

景色を楽しめるような休憩施設等を整備し、広い平城宮跡歴史公園の

中で比較的少ない憩いやくつろぎ空間を創出する。また、来訪者のアメニテ

ィや移動環境が向上するよう、駐車場、便益施設等を併せて整備する。 

【主要施設】 

○休憩施設 

○便益施設等 

○駐車場等 

【大宮通りより南側の区域】 Before（改定前） 

令和２年12月時点の内容 

＊平城宮跡歴史公園 県営公園区域 

基本計画（令和２年12月策定）の詳細はこちら 

【大宮通りより南側の区域】 After（改定（案）） 

今回の改定（案）の内容 
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三条大路 
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エリア区分図 

＊平城宮跡歴史公園 県営公園区域 

基本計画 改定（案）の詳細はこちら 

⑬平城京を体感できるにぎわいづくりエリア 

【利用・整備方針】 

奈良観光の玄関口としての拠点性と利便性を活かし、平城京に対する知識と理解を

深められるよう、“日本の食のはじまりは奈良”をコンセプトとした食のハブ拠点として便益

施設（飲食・物販施設、宿泊施設等）を整備するエリアとする。 

朱雀大路をはじめ、遺構については将来世代に引き継ぐよう保全し、往時の平城京の

広がりを体感できるエリアとする。 

また、本公園の正面玄関として、来訪者のアメニティや移動環境が向上するよう駐車

場を併せて整備する。 

【主要施設】 

○食のハブ拠点：日本の食のルーツである奈良の食文化を堪能できる便益施設等 

○休憩施設 

○駐車場等 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

 

 

  

 
 

 

 

 

令和２年に県営公園区域に追加した 

大宮通りより南側の地区 

公園区域図 

写真提供：国営飛鳥歴史公園事務所 
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＜切り取り＞ 


